
 

令和７年度第３回鶴岡市廃棄物減量等推進審議会 
 

日 時：令和８年２月１９日（木） 
                          午後２時から午後３時３０分まで 
                     場 所：鶴岡市ごみ焼却施設３階研修室 
 
 

次    第 

 

 

 

１．開  会 

 

 

２．議  事 

（１）次期一般廃棄物処理基本計画（案）について 別紙１ 

 

 

  （２）令和８年度鶴岡市一般廃棄物処理実施計画（案）について 別紙２ 

 

 

   (３) 令和８年度鶴岡市廃棄物行政の事業執行予定について 

 

 

３．そ の 他 

  （１）ごみ処理費用（持ち込み可燃ごみ・不燃ごみ）について 

 

 

４．閉   会 
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（２）令和８年度鶴岡市一般廃棄物処理実施計画（案）について 

 

一般廃棄物処理計画について 

・市町村は、廃棄物処理法第６条第１項の規定により、当該市町村の区域内の一

般廃棄物の処理に関する計画（一般廃棄物処理計画）を定めなければならない

とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

・一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定め

る基本計画と、基本計画のために必要な各年度の事業について定める実施計画

から構成されています。（廃棄物処理法施行規則第１条の３）。 

 

①一般廃棄物処理基本計画について  

  当市の基本計画は、令和８年度～令和 17 年度の 

10 年間の計画について、令和８年３月に策定を予定 

しております。 

 

 

 

 

 

②一般廃棄物処理実施計画について  

実施計画には、一般廃棄物の排出の状況、処理主体、収集計画、中間処理計

画及び最終処分計画等を明確にすることとし、市町村はこれに基づき収集、運

搬及び処分を行わなければならないとされています。（「ごみ処理基本計画策定

指針」より）。 

【一般廃棄物処理計画に盛り込むべき事項】 
㋐一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 
㋑一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 
㋒一般廃棄物の種類及び分別の区分 
㋓一般廃棄物の適正処理に関する基本的事項 
㋔一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 
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（３）令和８年度鶴岡市廃棄物行政の事業執行予定について 

 

◎ 方  針   

令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間を計画期間とする「次期一般廃棄物

処理基本計画」は、新たに食品ロス削減推進計画、し尿等処理基本計画を内包す

る形で策定しており、さらなるごみの減量化やリサイクルの推進、ごみの適正処

理などの取り組みを推進していきます。 

各種事業については、「令和８年度一般廃棄物処理実施計画（案）」に基づき進

めます。 

 

◎ 令和８年度の重点的な取り組み 

 

【①ごみ減量・資源化推進の情報発信】 

ホームページや市公式 LINE、YouTube ショート動画などのデジタル発信、広

報つるおか、エコ通信、ガイドブック、各コミセンだよりを活用した紙媒体発

信など、情報媒体の特性を活かした効果的な情報発進を積極的に行います。 

 

 

 

 

 

  ホームページ  Ｘ（旧ツイッター） フェイスブック  ユーチューブ 

 

（参考）市公式 LINE を活用した、ごみ分別検索 
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【②適正排出の推進】 

分別間違いの多いごみについて重点的に情報発信を行い、ごみの減量・再資

源化の推進を図るとともに、収集等における発火事故の未然防止につなげるた

め、適正排出の周知啓発を図ります。 

※令和８年４月より電池類を取り外せない・取り外すことが難しい電池類内蔵製品（30cm

以下）を蛍光管・乾電池等収集日の対象品目に追加。（30cm を超えるものは粗大ごみ） 

 

【③ごみゼロ(５３０)大作戦】 

  海に流出するごみの８割が陸（街）由来とされている海洋プラスチックごみ

問題に着目し、今年度に引き続き由良海水浴とマリンパークねずがせきを会場

に開催します。市民の参加促進、ごみの減量と再資源化のより広い周知を図り

ます。 

  ※令和８年度は５月 29 日（金）開催予定です。 

 

【④食品ロス削減と排出抑制】 

  食材の適量購入や使い切り、食べきりの呼びかけ、飲食店等での３０１０運

動や持ち帰りなど、写真や動画による具体的な例を示しながらごみの減量を推

進していきます。 

 

【⑤もやすごみのサンプル調査】 

家庭から出るごみの約９割を占めるもやすごみのサンプル調査を引き続き実

施し、分析結果を市ＨＰや分別出前講座等で情報発信していきます。 

  

 【⑥高齢者等ごみ出し支援事業】 

高齢者・障害者等ごみ出し困難世帯のごみ出し支援を始める町内会等の団体

に対し、支援に必要なごみステーションの新設・改修に要する費用等を補助し

ます。 
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